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昭
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五
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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

生
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一
元
化
輸
入
制
度
に
よ
り
絹
織
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者
に
与
え
て
い
る
損
害
の
賠
償
に
関
す
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質
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昭
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出 

者 
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地 
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一 

 



 

生
糸
の
一
元
化
輸
入
制
度
に
よ
つ
て
、
日
本
の
絹
織
物
業
者
は
、
国
際
相
場
の
安
い
生
糸
を
自
由
に
買
う
こ
と

が
で
き
ず
、
高
い
価
格
で
日
本
蚕
糸
事
業
団
か
ら
買
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
（
例
、
昭
和
五
十
三
年
二
月
に
中
国
糸 

 

リ
ヨ
ン
相
場
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
六
千
五
百
円
の
時
に
、
日
本
の
絹
織
物
業
者
は
、
日
本
蚕
糸
事
業
団
か
ら

一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
一
万
四
千
二
百
円
で
買
わ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
昭
和
五
十
三
年
五
月
十
日
に
は
日
本
で

一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
一
万
五
千
十
八
円
に
も
な
つ
て
い
る
。
） 

そ
の
た
め
、
日
本
の
絹
織
物
業
者
が
製
造
す
る
絹
織
物
製
品
価
格
は
、
高
い
価
格
で
買
わ
さ
れ
た
生
糸
を
使
う
た

め
、
Ｅ
Ｃ
諸
国
の
絹
織
物
業
者
が
安
い
価
格
で
買
つ
た
生
糸
を
使
つ
て
作
つ
た
絹
織
物
製
品
価
格
よ
り
も
高
く
な

ら
ざ
る
を
得
ず
、
日
本
の
絹
織
物
製
品
は
、
国
際
市
場
に
お
い
て
も
日
本
国
内
に
お
い
て
も
Ｅ
Ｃ
諸
国
の
絹
織
物 
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三 

 



 

製
品
と
の
販
売
競
争
に
負
け
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
。
（
例
え
ば
、
日
本
と
Ｅ
Ｃ
諸
国
と
の
絹
ネ
ク
タ
イ
一
本
当 

た
り
の
生
地
生
産
費
を
比
較
し
て
み
る
と
、
生
糸
を
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
一
万
四
千
五
百
円
で
日
本
蚕
糸
事
業

団
か
ら
買
わ
さ
れ
て
日
本
の
絹
織
物
業
者
が
作
る
と
千
百
二
十
二
円
、
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
六
千
五
百
円
の
リ

ヨ
ン
相
場
の
生
糸
で
Ｅ
Ｃ
諸
国
が
作
る
と
七
百
四
円
で
あ
り
、
日
本
へ
輸
出
す
る
と
き
の
関
税
諸
掛
を
合
計
し
て

も
八
百
十
円
で
あ
る
。
日
本
国
内
で
も
一
本
千
百
二
十
二
円
の
日
本
製
ネ
ク
タ
イ
よ
り
も
、
一
本
八
百
十
円
の
Ｅ

Ｃ
諸
国
製
ネ
ク
タ
イ
の
方
が
良
く
売
れ
る
。
） 

一 

日
本
の
蚕
糸
生
産
者
の
み
を
保
護
す
る
た
め
に
、
日
本
の
絹
織
物
業
者
に
国
際
相
場
よ
り
も
高
い
価
格
で
生

糸
を
売
り
つ
け
、
日
本
の
絹
織
物
製
品
の
国
際
的
競
争
力
を
弱
め
さ
せ
る
現
行
制
度
は
、
絹
織
物
業
者
を
不
当

に
差
別
扱
い
す
る
憲
法
違
反
の
制
度
だ
と
思
う
が
い
か
が
か
。 

二 

日
本
蚕
糸
事
業
団
が
、
日
本
の
絹
織
物
業
者
に
売
り
付
け
て
い
る
価
格
と
国
際
相
場
と
の
差
額
分
は
、
政
府 

そ
こ
で
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。 

四 

 



 

 

五 

の
生
糸
一
元
化
輸
入
制
度
と
い
う
不
法
行
為
に
よ
つ
て
日
本
の
絹
織
物
業
者
に
損
害
を
与
え
た
も
の
と
言
う
べ

く
、
政
府
は
差
額
分
に
つ
い
て
損
害
賠
償
義
務
が
あ
る
と
思
う
が
い
か
が
か
。 

三 

前
項
に
お
い
て
、
不
法
行
為
と
し
て
の
要
件
で
あ
る
違
法
性
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
絹
織
物
業
者
を
不
当
に

差
別
を
し
て
い
る
憲
法
第
十
四
条
違
反
、
又
は
繭
糸
価
格
安
定
法
第
十
二
条
ノ
十
三
ノ
九
の
「
蚕
糸
業
及
び
絹

業
の
健
全
な
発
展
を
図
る
」
と
い
う
条
文
に
反
し
、
自
民
党
の
農
村
議
員
の
数
の
圧
力
に
よ
つ
て
蚕
糸
業
の
発

展
に
の
み
偏
し
た
運
用
を
行
つ
て
い
る
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
が
い
か
が
か
。 

四 

政
府
は
、
生
糸
の
一
元
化
輸
入
制
度
を
直
ち
に
撤
廃
す
る
考
え
は
な
い
か
。 

五 

政
府
は
、
蚕
糸
生
産
者
を
救
済
す
る
た
め
に
は
、
一
般
財
源
か
ら
財
政
援
助
を
す
る
と
い
う
方
法
を
基
本
的

に
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
日
本
の
絹
織
物
業
者
を
犠
牲
に
し
て
日
本
の
蚕
糸
生
産
者
を
保
護
す
る
大
義
名
分
な

り
、
合
憲
性
な
り
、
合
法
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 


